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【イギリス】 2013 年秋季財政演説 
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＊イギリスのジョージ・オズボーン（George Osborne）財務相は、2013 年秋季財政演説で緊縮財政

の継続、福祉予算の上限設定、平均余命に応じた年金支給年齢の引上げ等の方針を示した。  

   
   
1 秋季財政演説  

 イギリスの財務大臣は、毎年晩秋の頃に、最新の経済財政予測に基づく政府の経済

計画の修正を記載した秋季財政報告書（Autumn Statement）を公表して、議会にそ

の報告を行う。これを秋季財政演説といい、例年 5 月の予算演説と並ぶ財政演説とさ

れている（注 1）。2013 年 12 月 5 日、オズボーン財務相は今年の秋季財政演説を行い、

今後の保守・自民連立政権の経済財政政策の方針を示した。  
   
2 2013 年秋季財政演説の概要  

 2013 年秋季財政報告書（以下「報告書」）は、大きく「第 1 章 秋季財政報告書」と

「第 2 章 秋季財政報告書における政策決定」に、第 1 章が「イギリス経済と財政」、

「経済成長」及び「公平性」に分かれる（注 2）。第 1 章には今後の長期的な政府の経

済財政政策が、第 2 章には第 1 章で言及された措置全てが記載されている。なお、「付

録 A」に今年度の資金調達計画の変更が、「付録 B」に経済財政予測（注 3）の抜粋が

ある。以下報告書の第 1 章に沿って、秋季財政演説の主な内容を紹介する。  
(1) イギリス経済と財政  

 イギリスの 2013 年度国内総生産（以下「GDP」）成長予測は近頃著しく好転し、年

度当初の 0.6%の 2 倍を超える 1.4%に上方修正された。公的部門純新規借入は１年早

く 2018 年度に黒字に、同純債務残高対 GDP 比率も同様に 2017 年度から減少に転じ

る見込みである。一方、2013 年 9 月に失業率は 7.6%に減少しているが、生産性上昇

の陰で所得が伸び悩み、消費者物価指数の上昇が続き実質所得を圧迫している（注 4）。
しかし、政府は現状の財政危機を戦後最大の赤字と見て従来の緊縮財政の方針を堅持

し、今後各省の予算を 1.1%ずつ 2 年度間削減する。ただし、医療、学校及び政府開発

援助の予算は保護され、地方自治体及び歳入関税庁も今回の予算削減の対象外となる。

さらに、2014 年度予算から福祉予算の総額に上限を設ける意向を示し（注 5）、福祉支

出が 1 千億ポンドを超えると上限の射程に入る想定である。長期的視点から年金は福

祉予算限度額の対象外とされ、2014 年 4 月に年金額を引き上げ（注 6）、原則として

全国民に一律額を支給する年金制度を導入する（注 7）。ただし、平均余命の伸びに応

じ年金支給年齢を引き上げ、年金受給期間を成年後の人生の 3 分の 1 に限る原則を示

した。これにより、2040 年台後半には年金支給年齢が 69 歳に達する見込みである。  
(2) 経済成長  
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 生活水準を持続的に向上させる唯一の方途を経済成長として、供給重視の経済政策

を講じる。具体策は①ビジネスレイト（注 8）を減税すること、②イギリスで増加中の

小売空き店舗の新規占有者にビジネスレイトを 18 か月間免除すること、③21 歳未満

の従業員（最低所得税率の対象者に限る。）の国民保険料の事業主負担を免除して事業

主の若年者雇用を容易にすること、④高等教育機関の学生定員枠を撤廃して推定 6 万

人の新規大学入学者の増員を図ること、⑤住宅供給を促進するため大規模宅地開発を

自由化して基盤整備に資金を投下すること、⑥手頃な価格の新築住宅の供給資金を調

達するため地方自治体の住宅会計（注 9）の借入限度額を引き上げること等である。  
(3) 公平性  

 政府の経済強化計画は、政府が公平な社会の実現に携わることによって支えられて

いる。その具体的な施策は、①2014 年度に平均して物価上昇率を上回る公共エネルギ

ー料金の値上げを予定するエネルギー供給業界に対し、エネルギー削減義務（Energy 
Companies Obligation: ECO）の緩和と引換えに値上額のうち 50 ポンドを抑制させる

こと、②所得税の基礎控除を 1 年早く 2014 年度から 1 千ポンドに引き上げること、

③現在一部で試行中の学童への無料給食の実施を促進すること等である。  
   
注（インターネット情報は 2013 年 12 月 16 日現在である。）   
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